
 

 
 

【各業種共通】の取組に加え、下記の事項について特に徹底してください。 

①大声の発生や飲食時等の飛沫防止 ②客同士の社会的距離の確保 

③30分ごとの換気（音漏れ対策を実施） 
 

 

 

○ 適切な入場制限又は配席の工夫（対人距離の確保） 

○ 客席の間や DJブースとダンスホールの間等にパーティションを設置する 

○ ダンサーステージ等と客席との間隔の確保 

○ カウンターサービス時の客と従業員との距離の確保 

○ 使用できるロッカーを制限 

○ 身体的接触（握手、ハイタッチ等）を避ける 

○ 大声での会話を抑制するため BGMの音量を控える 

○ 店や店が入る建物出入り口付近でたむろしないよう注意喚起 

 

 

○ 店舗スタッフの健康管理、利用者の体調確認（事前の検温等の実施） 

○ ダンス等をするスペースにおいてもマスクの着用を徹底 

○ 利用者に過度な飲酒とならないよう注意喚起 

○ 食品やドリンク類の取り違えを防止するための適度な照度の確保 

 
○ 客が入れ替わる都度、テーブル、カウンター等の消毒 

○ グラス等の回し飲み、食器の共有は避けるよう注意喚起し、大皿等での提供は避ける 

○ 客の飛沫がかかるおそれのあるカウンター上部への食器類の陳列を避ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染防止対策リスト 【 特定遊興飲食店（ナイトクラブ）編 】 

１．社会的距離の確保対策（2メートル以上・最低 1メートル） 

２．従業員及び来客等の保健衛生対策の徹底  

３．共用物の衛生管理・換気の徹底 

４．キャッシュレス・チケットレスの推進又は支払時のコイントレイの使用 

５．感染の発生に備えた情報収集（入店時に氏名、連絡先を確認）  

６．感染が発生した際の利用者への情報提供 

あわせて遵守いただきたい業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」 

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン（内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策WEBページ） 

https://corona.go.jp/ 

特定遊興飲食店（ナイトクラブ）における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 
https://wca-official.com/news/covid19_guidelines_2020/  

https://corona.go.jp/
https://wca-official.com/news/covid19_guidelines_2020/

